
はじめてみませんか！ 農福連携！！

農福連携とは？

農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生き
がいを持って社会参画していく取組みです。農福連携に取り組むことで、
障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足
や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながります。

農福連携の取組みとしていくつかの方法がありますが、ここでは主に
以下２つの方法をご紹介します。

農業者が障害福祉サービス事業所等に農作業を委託したい場合
（障害福祉サービス事業所等が農業者の農作業を受託したい場合）
※農業者が障害者を雇用したい場合も含みます

１

千葉市では、千葉県障害者就労事業振興センターの運営に参画してい
ますが、同センターによる農業者と障害福祉サービス事業所等とのマッ
チングを行っています。詳しくは、下記へお問い合わせください。

＜農作業受委託・施設外就労のイメージ＞

【障害福祉サービス事業所等と農業者の連携事例】
・落花生のむき身、選別、袋詰め ・にんじんの袋詰め
・農産物の洗浄、仕分け、パッケージ作業 ・除草作業、水やりなど

※お気軽にお問合せください！！
〇千葉県障害者就労事業振興センター
TEL 043-202-5367 URL https://www.jusan-kassei.or.jp/
併せて、千葉県の以下のホームページもご参考にご覧ください。
〇千葉県農林水産部担い手支援課 TEL 043－223-2905
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/nouhukurenkei/nouhukurenkei.html

〇千葉市高齢障害部障害者自立支援課 TEL 043-245-5175

受委託契約
農業者 福祉事業所

農作業の実施

委託費の支払

農作業の
指示・支援

障害者

農作業に従事
工賃(賃金)
の支払（農業者の畑での作業など）

https://www.jusan-kassei.or.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/nouhukurenkei/nouhukurenkei.html


２.社会福祉事業等のための農地の借入れ・購入（農地法）
社会福祉事業等を行うことを目的として設立された法人（※）が、

その農地を当該目的に使用する場合、農地の借入れ、または購入がで
きます。（※ 医療法人、社会福祉法人、NPO 法人その他の営利を目
的としない法人）
【許可を受けるに当たっての確認事項】
① 農地の全てを利用すること
② 周辺の農地利用に支障がないこと
③ 農地を法人の目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供する

こと
（※ 例：障害福祉サービス等を提供する法人による園芸療法 ）

お問い合わせ
千葉市農業委員会事務局
〒260-8722
千葉市中央区千葉港１番１号
千葉市役所 高層棟７階
電話０４３－２４５－５７５９（農地銀行に関すること）
電話０４３－２４５－５７６７（農地の借入れ等に関すること）

障害福祉サービス事業所等が、自ら農業生産をするための
農地の確保について

２

（１）農地探しについて
千葉市農業委員会では、「貸したい」・「売りたい」農地の情報を

「農地流動化情報台帳」にまとめ、農地を探している農家の方等の閲
覧に供する「農地銀行事業」を行っています。

詳しくはHPをご覧ください。
https://www.city.chiba.jp/nogyo/nouchiginkou.html

（２）農地を確保する方法について
農地の借入れ等については、農地法に基づく手続き（許可）が必要

です。詳細は千葉市農業委員会にご相談下さい。

１．農業目的での農地の借入れ（農地法）
【許可を受けるに当たっての確認事項】
① 農地の全てを効率的に利用すること
② 貸借契約に、農地を適正に利用していない場合には契約を解除す

る旨の条件が付されていること
③ １人以上の役員等が、農業に常時従事すること
④ 周辺の農地利用に支障がないこと
⑤ 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと

（※）

https://www.city.chiba.jp/nogyo/nouchiginkou.html


3..交付金額
農福連携事業に従事した就労者※１人につき3,000円（上限10人まで）
※障害者であって、指定障害福祉サービス、施設障害福祉サービスその他
適切な支援を受け、 障害福祉サービス事業所等を利用する方（施設職員や
支援員は対象外）

４.事業開始

令和８年４月から（予定）

５.その他

詳細は、市HP 千葉市 農福連携 福祉事業所 で検索ください（4/1公開予   
定）

お問い合わせ
千葉市高齢障害部障害者自立支援課
〒260-8722
千葉市中央区千葉港１番１号
千葉市役所 高層棟９階
電話０４３－２４５－５１７５

福祉分野における千葉市農福連携奨励金交付制度について

３

障害者の農業分野での活躍を通じた社会参画を実現するため、農業者
から受委託業務等を行う障害福祉サービス事業所等に対し、奨励金を交
付することにより、障害者の就労機会の確保及び地域農業の持続的発展
に資することを目的とします。

１.対象者
千葉市内に所在する障害福祉サービス事業所等

指定障害福祉サービス事業者として、千葉市長から指定を受けた者（総合
支援法第５条第７項に規定する生活介護、法第５条第１４項に規定する就
労移行支援及び法第５条第１５項に規定する就労継続支援に限る。）が運
営する千葉市内の事業所、法第５条第２８項に規定する地域活動支援セン
ターのうち、千葉市内に所在するものその他千葉市長が特に必要と認める
千葉市内の通所施設（心身障害者ワークホーム、精神障害者小規模作業
所）となります。

２.対象となる取組
農業者と障害福祉サービス事業所等が連携し、契約書、覚書又は同意書そ
の他これに準ずる書面を取り交わした上で行う農作業等に関する農福連携
事業
※農作業等とは農業者のほ場等の作業場所における作業のほか、袋詰め等
の出荷調整作業、加工作業その他の「農」に関連する作業であり、障害福
祉サービス事業所等の中で実施されるものを含む。

R8年度から
開始
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